
留萌労働基準監督署

死亡 休業 合計 死亡 休業 合計 増減数 増減率 (％) 死亡 休業 合計

37 37 1 46 47 -10 -21.3 100.0 1 57 58

10 10 8 8 2 25.0 27.0 10 10

食 料 品 8 8 5 5 3 60.0 21.6 7 7

木 材 木 製 品 1 1 -1 1 1

窯 業 ・ 土 石 1 1 -1 1 1

金 属 ・ 機 械

そ の 他 2 2 1 1 1 100.0 5.4 1 1

9 9 1 9 10 -1 -10.0 24.3 1 10 11

土 木 工 事 業 5 5 1 5 6 -1 -16.7 13.5 1 6 7

建 築 工 事 業 3 3 2 2 1 50.0 8.1 1 1

その他の建設業 1 1 2 2 -1 -50.0 2.7 3 3

3 3 3 3 8.1 5 5

1 1 5 5 -4 -80.0 2.7 5 5

5 5 2 2 3 150.0 13.5 2 2

4 4 1 1 3 300.0 10.8 3 3

2 2 11 11 -9 -81.8 5.4 13 13

医 療 保 健 業

社会福祉施設 2 2 11 11 -9 -81.8 5.4 13 13

1 1 3 3 -2 -66.7 2.7 4 4

2 2 -2 3 3

2 2 2 2 5.4 2 2

※　本統計は、労働者死傷病報告書（休業４日以上）により集計したもの。

業種別労働災害発生状況
（令和７年１１月末現在・速報値）

全 産 業 合 計

　　　 　 　区分

  業種別

令和６年(確定)

製 造 業

対 前 年令和６年（昨年同時期）令和７年

建 設 業

運 輸 交 通 業

・令和7年10月1日から令和7年12月31日まで建設工事追い込み期労働災害防止運動を実施しています。

・令和7年12月1日から令和8年1月15日まで「年末年始無災害運動」、令和8年3月31日まで「北海道冬季ゼロ災運動」を実施しま

す。

　労働災害防止の徹底をお願いいたします。

保 健 ・ 衛 生 業

接 客 娯 楽 業

商 業

清 掃 ・ と 畜 業

お知らせ

上記以外の事業

畜 産 ・ 水 産 業

農 林 業

貨 物 取 扱 業

業種
割合


